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湖北地域消防組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和８年２月５日 

湖北地域消防組合管理者 角田 航也   

 

湖北地域消防組合規則第１号 

 

   湖北地域消防組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 

湖北地域消防組合職員の給与に関する規則（平成18年湖北地域消防組合規則第22号）の一部

を次のように改正する。 

第３５条の３第２項第２号中「公益的法人派遣法第２条第１項の規定により派遣」を「育児

休業法第１９条第１項に規定する部分休業（１日の勤務時間の全部について勤務しないことと

なる場合のものに限る。）により、公益的法人等派遣条例第２条第１項の規定により派遣」に

改める。 

第５４条第１項第１号中「１００分の１２４以上１００分の３１５以下」を「６月に支給す

る場合には１００分の１２４以上１００分の３１５以下、１２月に支給する場合には１００分

の１２６．５以上１００分の３２２．５以下」に改め、同項第２号中「１００分の１１２．５

以上１００分の１２４未満」を「６月に支給する場合には１００分の１１２．５以上１００分

の１２４未満、１２月に支給する場合には１００分の１１５以上１００分の１２６．５未満」

に改め、同項第３号中「１００分の１０１」を「６月に支給する場合には１００分の１０１、

１２月に支給する場合には１００分の１０３．５」に改め、同項第４号中「９２．５以下」を

「６月に支給する場合には１００分の９２．５以下、１２月に支給する場合には１００分の９

５以下」に改める。 

第５４条の２第１項第１号中「１００分の５１．５以上」を「６月に支給する場合には１０

０分の５１．５以上、１２月に支給する場合には１００分の５４以上」に改め、同項第２号中

「１００分の４８」を「６月に支給する場合には１００分の４８、１２月に支給する場合には

１００分の５０．５」に改め、同項第３号中「１００分の４６以下」を「６月に支給する場合

には１００分の４６以下、１２月に支給する場合には１００分の４８．５以下」に改める。 

附則第３項中「１００分の１０５」と」の次に「、「１００分の１０３．５」とあるのは

「１００分の１０７．５」と」を、「１００分の９６以下」と」の次に「、「１００分の９５

以下」とあるのは「１００分の９８．５以下」と」を加える。 

附 則 

（施行期日等） 

この規則は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 


